病院 カスタマーハラスメント対応マニュアル
1．目的
患者およびその家族、来訪者などからの暴言・暴力・威迫・過度な要求等の行為に対し、職員と他患者の安全を守り、医療の公正性を確保するための対応基準を定める。
2．定義
カスタマーハラスメント（以下「カスハラ」）とは、患者または家族・代理人等が、その立場を利用して職員に対し不当・不適切な言動を繰り返し、業務や医療提供に支障を及ぼす行為を指す。
主な行為例：
・暴言・威迫（怒鳴る、罵倒する、人格否定、SNSでの誹謗中傷）
・暴力（叩く、蹴る、物を投げる、机を叩く）
・不当要求（医学的根拠のない診療要求、謝罪強要、金銭要求）
・長時間拘束（窓口や電話での長時間拘束、面会制限の無視）
・セクハラ（性的発言・接触・プライベート干渉）
・他患者への迷惑行為（暴言、差別的発言、威嚇）
3．基本原則
1. 安全の確保（暴力・威迫行為時は即時通報）
2. 単独対応の禁止（必ず複数名で対応）
3. 記録の徹底（逐語記録・録音・証拠保存）
4. 一貫した組織対応（現場判断に委ねず、段階対応）
5. 医療提供との両立（患者権利を尊重しつつ秩序を維持）
4．対応ステップ
STEP1：初期対応
暴力・脅迫等の危険行為があれば即時退避・警察通報。窓口・ナースステーションでは複数対応＋記録。
STEP2：記録と報告
発生直後に「カスタマーハラスメント対応報告書」を作成し、院長・医療安全管理者・法人本部へ報告。
STEP3：初期是正・警告
軽度の場合は口頭注意。再発または悪質な場合は「カスタマーハラスメント行為に関する警告書」を発出し、必要に応じて精神科医の評価を行う。
STEP4：制限措置
面会・電話・受付対応の制限を行い、「カスタマーハラスメントに関する行動契約書」を締結。複数職員同席での対応を行う。
STEP5：契約解除・診療停止
暴行・脅迫等の行為は「正当理由による診療制限・中止」を検討し、転院調整を誠実に行う。
5．職員保護
被害職員は必要に応じ速やかに連携医療機関の受診することとし、また配置転換を希望できる。法人はメンタルサポートを行う。
6．教育・研修
年1回の全職員対象研修、新人・看護師長・事務職リーダー向け訓練を行う。
7法人本部への報告・広報
重大事案は即日法人本部へ報告。法人本部がメディア対応を行う。
8．附則
本マニュアルは理事会承認のもと施行し、年1回見直しを行う。
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9．病院種別ごとの補足
【一般病院】
救急・外来・検査部門でのトラブルリスクが高い。防犯カメラ・警察通報体制を明確化し、待機トラブル時は別室誘導を徹底。

【回復期リハビリテーション病院】
長期入院・家族介入によるトラブルが多く、面談内容の逐語記録・行動契約書の活用を推奨。
